
郡山市医療的ケア児等保育支援補助金交付要綱 

令和２年３月25日制定  

令和６年４月１日一部改正  

令和７年４月１日一部改正  

令和８年４月１日一部改正  

［保育課］        

（趣旨） 

第１条 この要綱は、日常生活を営むために医療を要する状態にある子ども（以下「医療的ケア児等」という。）が保育所等の利用を希望する場合に受入れ

が可能となるよう保育所等の体制を整備し、医療的ケア児等の地域生活支援の向上を図るため、医療的ケア児等の保育を実施する保育所等へ補助金を交付

することに関して、郡山市補助金等の交付に関する規則（昭和48年郡山市規則第18号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第39条第１項に規定する保育所、就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定する認定こども園、法第６条の３第10項に規定する

小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設で郡山市内に所在するものをいう。 

（補助対象事業者） 

第３条 この補助金の交付を受けることができる者は、郡山市医療的ケア児等の認可保育施設利用調整及び保育実施要領（令和２年２月11日制定。以下「実

施要領」という。）第２条第１号アに掲げる医療的ケア児（保育時間中、保育所等において常時又は継続的に医療的ケアが必要となる児童。以下この条に

おいて同じ。）の保育を行うことを目的に、看護師等（看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。以下同じ。）を配置し、医療的ケア児の受け入れ体

制を整備していると市長が認める保育所等を運営する者とする。 

（補助基準額及び補助対象経費） 

第４条 補助基準額及び補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとする。 

２ 前項に規定する経費のうち、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業によりその経

費が交付される経費については、補助対象経費から除くものとする。 

（交付額の算定方法） 

第５条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、前条に規定する別表の補助基準額の欄に規定する各項目に該当する場合、当該各項目の補助基準額と補

助対象経費の実費支出額を比較して少ない方の額とし、その合計額とする。ただし、寄付金その他の収入額がある場合はこれを控除した額とし、算出され



た交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（交付の申請） 

第６条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条の規定により申請するものとする。この場合において、同条第１号の補助事業等事業計画書は

事業実施計画書（第１号様式）とし、同条第２号の補助事業等に係る収支予算書は収支予算書兼補助金額積算調書（第２号様式）とし、同条第３号に規定

するその他市長が必要と認めて指示する書類は次のとおりとする。 

(1) 配置する看護師等の有資格者証の写し 

(2) 実施要領に基づき作成した医療的ケア等実施計画書の写し 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等） 

第７条 規則第４条の規定に基づく補助金の申請に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定により仕入に係る消費税及び地方消費税として控除

できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請するものとする。ただ

し、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。 

２ 規則第14条の規定に基づく実績報告に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを

減額して報告するものとする。 

（軽微な変更の範囲） 

第８条 規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、補助対象経費の総額の10分の２以内の減額又は交付申請額の変更を伴わない補助 

対象経費の総額の10分の２以内の増額とする。 

（交付の条件） 

第９条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助金を目的外に使用しないこと。 

(2) 本事業により知り得た個人情報等を漏らさないこと。本事業終了後及び職を退いた後も同様とする。 

(3) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が０円

の場合を含む。)には、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月30日までに市長に報告しなければならない。この場合において、

補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。 

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日

(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

（概算払） 



第10条 市長が必要と認めるときは、補助金を概算払の方法により交付することができる。 

（実績報告等） 

第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して２か月を経過した日又は補助事業が完了した日の属する

年度の３月31日までのいずれか早い日までに、規則第14条の規定により市長に実績を報告するものとする。この場合において、同条の補助事業等に係る収

支決算書は収支決算書兼補助金額積算調書（第３号様式）とし、その他市長が必要と認めて指示する書類は次のとおりとする。 

(1) 事業実績報告書（第４号様式） 

(2) 別表の２加算分（1）研修の受講支援の項に規定する経費を補助対象経費とした場合にあっては、当該研修により取得した認定特定行為業務従事者認

定証の写し 

（額の確定） 

第12条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに規則第15条に規定にする補助金等交付額確定通知書により当該補助事業者等に通知するもの

とする。ただし、確定額が交付決定した額と同額である場合は、当該通知を省略するものとする。 

（委任） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。 

附則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表（第４条、第５条関係） 

補助基準額 補助対象経費 

１ 基本分 

（1）看護師等を配置して医療的ケアを行う場合 

 １か所当たり 年額5,798,000円 

（年度途中から看護師等を配置し、医療的ケア児を受け入れる体制を整備す

る場合は、483,000円に年度中の配置月数を乗じた額を補助基準額とする。） 

 

第３条に規定する医療的ケア児を受け入れる目的のため、看護師等を配置

するために必要な経費（給料、手当、社会保険料等の人件費） 

（2）複数配置加算 

  医療的ケア児を保育するために、看護師等を複数名配置し（下記の算式

により、年度間を通して計算し、常勤換算して１人を超えて配置した場合

に限る。）かつ、２名以上の医療的ケア児を現に受け入れた場合、その期

間（月数）に、月額483,000円を乗じて得た額を（1）の補助基準額に加算

する。  

算式：（各職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規

則等で定められた常勤職員の１か月の勤務時間数）×（当該年度に医療的

ケア児を保育するために配置（勤務）した月数÷12）の合計  

 

２ 加算分 

（1）研修の受講支援 

  １か所当たり 年額300,000円 

  

 

保育所等に勤務する保育士等が認定特定行為業務従事者（社会福祉士及び

介護福祉士法（昭和62年法律第30号）附則第３条第１項の認定特定行為業務

従事者をいう。）となるために必要な知識、技能を習得するための研修の

他、保育士等及び看護師等が医療的ケア児等の保育に必要となる知識及び技

術の習得、維持及び向上を図る研修受講に要する経費 

（2）医療的ケアに要する備品整備 

  １か所当たり 年額100,000円 

 

 医療的ケア児の個別性に応じて必要となる備品（ベッド、抱っこ紐等）の

購入に要する経費 

（3）災害対策備品整備 

  １か所当たり 年額100,000円 

 

 災害対策として停電時等に必要となる備品（外部バッテリー、手動式吸引

機等）の購入に要する経費 

（4）園外活動移動支援  



  １か所当たり 年額40,000円 園外活動において、医療的ケア児の移動に特に経費を要する場合、医療的

ケア児が園外活動を行う際の移動経費（運賃等） 

 


